
（案）

府 消 委 第  号

平成 年 月 日

内閣総理大臣

安 倍 晋 三 殿

消費者委員会

委員長 河 上 正 二

答 申 書

平成２６年７月２３日付け消食表第１６６号をもって諮問のあった件につき、

食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１９条第１項の規定により下記の

とおり答申します。

記

食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原

料とする食品の表示の基準に関する内閣府令（平成２３年内閣府令第４６号）

諮問された改正案のとおり一部改正することが適当である。
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